
平成31年4月

松伏町教育委員会
保護者各位

松伏町の就学援助制度中富 ��(,�,(*(,B�(お知らせ) 

松伏町では､小･中学生のいるご家庭で､経済的な事情によりお子さんを就学させる

ことが困難な保護者の方-､審査のうえ学校生活で必要な費用の一部を援助しています｡

援助を希望される方は､教育委員会で申請を行ってください｡

※昨年度就学援助(新入学用品費の入学前支給を含む)の認定を受けた方も､毎年度中

請手続きが必要です｡

■援助の対象となる方

松伏町に在住し､小中学校に通う児童生徒の保護者のうち､次のいずれかに該当する

方｡

①生活保護が停止や廃止になり､現在何も保護を受けていない方
※生活保護受給の方は､修学旅行費のみ就学援助の対象となります｡申請方法の詳細は､

個別に通知します｡

②町民税が非課税または減免､国民健康保険税､固定資産税及び国民年金の掛金等の
減免や徴収猶予を受けている方

③児童扶養手当(児童手当ではありません)を全額支給されている方

④生活福祉資金の貸付を受けている方
⑤特別な理由で､学用品の購入や給食費の支払いが困難な方

■申請期間等

平成31年4月8日(月)から平成32年(2020年) 2月28日(金)まで

(土･日･祝日を除く)

平成31年4月26日(金)までに申請して認定された場合､ 4月1日から対象とな

ります｡

※5月1日以降に申請して認定された場合､申請月の翌月から対象となります｡

■申請場所　松伏町役場第二庁舎2階　教育総務課窓口

■申請方法　①教育総務課に備え付けの申請書にもれなく記入･押印の上､保護者が

直接提出してください｡

※代理人(20歳以上の方に限ります)が申請される場合､委任状(依頼人･

引受人の氏名･住所･生年月日･委任内容が記入されているもの｡ ※氏名は

直筆｡)と代理人の本人確認できるものをご持参ください｡

②町民税･県民税の申告または所得税の確定申告が済んでいない方は､

審査ができませんので､必ず申告してから申請してください｡申告が

ない場合､否認定となりますのでご注意ください｡

(裏面あり)



′必要なもの

①印鑑(認印)

②保護者名義の振込先口座の通帳(町内金融機関のもの)
※平成3 1年1月2日以降に松伏町に転入した方にご準備いただくもの

平成31年度町民税･県民税(非)課税証明書

◎所得金額･所得控除金額･控除対象配偶者及び扶養親族人数が記載されている証明書を

平成3 1年1月1日現在の住民登録地から取り寄せてください｡

◎市区町村で異なりますが､ 6月上旬に発行されますので､先に就学援助の申請を済ませ､

平成31年(201 9年) 6月28日(金)までに教育委員会教育総務課-提出して

ください｡

◎提出期限までに提出がない場合は､否認定となりますのでご注意ください｡

◎平成3 0年中に収入があった方(全員)､非課税の方､働いていないため収入がない､扶

養に入っている等の場合でも証明書の提出が必要になります｡

■支給される費目

①　学用品費の一部

②　通学用品費の一部

③　新入学用品費の一部(4月1日の認定者のみ)

④　校外活動費(林間学校･スキー教室･社会科見学等)の一部

⑤　修学旅行費の一部

⑥　学校給食費

⑦　医療費(学校の定期健康診断等で治療指示が出た場合)

■審査結果通知の送付時期

書類審査をした後､ 7月下旬に郵送で結果をお知らせします｡

■その他

①5月以降の申請の場合､翌月の認定となりますので､ 4月中に申請をお願いします｡

学用品費､通学用品費､学校給食費等は月割額支給となります｡また､新入学用品

費や修学旅行費など認定月により支給されない費目もあります｡

②学校給食費は現金徴収となります｡学校が指定する期日に必ず納入してください｡

学校給食費は､後日学用品費等と一緒に振込支給します｡

③校外活動費や修学旅行に関して､特別な対応(個別に向かう等)を必要とする場合

は支給の対象外になることがありますので､事前に学校まで相談をお願いします｡

■認定基準額　≪参考≫

世帯構成の人数および年齢により､認定基準額がかわります｡

世帯人員 ��)��ﾕﾉ�ﾂ�前年中の所得金額 

2人 竸｣3hﾜ粨��緯��1,840,000円 

3人 儿3C�ﾜ粨���Hﾜ粨����ﾜ��2,600,000円 

4人 儿3CXﾜ粳^｣C�ﾜ粨���Hﾜ粨����ﾜ��3,110,000円 

4人 竸｣C�ﾜ粨���Hﾜ粨����ﾜ粳�9^｣s�ﾜ��3,030,000円 

問い合わせ:松伏町教育委員会　教育総務課学務担当

(松伏町役場第二庁舎2階)

TEL　0481991-1807 (直通)


